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平
成
30
年
中
の
収
入
に
つ
い

て
、
ま
だ
申
告
が
お
済
み
で
な
い

方
が
対
象
で
す
。

●
日
時
・
場
所
…
▼
７
月
9
日

（
火
）
～
10
日（
水
）：
大
田
原

市
役
所
本
庁
舎
１
０
２
会
議
室

▼
７
月
17
日（
水
）：
湯
津
上
庁

舎
１
０
６
会
議
室
▼
７
月
18
日

（
木
）：
黒
羽
庁
舎
２
階
第
１
会

議
室

※
全
会
場
午
前
９
時
～
午
後
４
時

●
持
ち
物
…
▼
平
成
30
年
中（
平
成

30
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）の

所
得
内
容
が
分
か
る
も
の
。
給
与

所
得
者
は
源
泉
徴
収
票
、
事
業
な

ど（
営
業
や
不
動
産
賃
借
な
ど
）の

収
入
が
あ
っ
た
方
は
収
支
内
訳
書

（
収
入
と
経
費
が
分
か
る
も
の
）。

▼
所
得
控
除
の
証
明
書
な
ど（
生

命
保
険
の
支
払
証
明
書
、
障
害

者
手
帳
な
ど
）▼
印
鑑
▼
口
座
番

号（
本
人
名
義
）が
分
か
る
も
の

（
預
金
通
帳
な
ど
）▼
個
人
番
号
の

記
載
に
関
す
る
書
類（
次
の
①
と

②
い
ず
れ
か
）①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
両
面
②
個
人
番
号
が
わ

か
る
も
の（
通
知
カ
ー
ド
）と
、
身

元
が
確
認
で
き
る
書
類（
運
転
免

許
証
又
は
健
康
保
険
証
な
ど
）

問
税
務
課　

本
2
階

　
（
２
３
）８
７
２
５

　

献
血
は
身
近
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

す
。
夏
季
は
、
毎
年
血
液
が
不
足
し

が
ち
と
な
り
ま
す
。
４
０
０m

l

献

血
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
日
時
…
７
月
19
日（
金
）午
前
10

時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時

●
場
所
…
市
役
所
１
階
市
民
協
働

ホ
ー
ル

問
福
祉
課　

本
３
階

　
（
２
３
）８
７
０
７

　

保
険
証
の
有
効
期
限
が
７
月
31

日
で
切
れ
る
た
め
、
国
保
は
７
月

末
、
後
期
高
齢
者
は
７
月
中
旬
に
新

し
い
保
険
証
を
発
送
し
ま
す
。
８

月
１
日
以
降
は
新
し
い
保
険
証
を

医
療
機
関
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
が
届
か
な
い
と
き
は

８
月
13
日(

火)

ま
で
に
、
ま

た
国
保
の
方
で
郵
送
で
は
な
く

窓
口
交
付
を
希
望
す
る
方
は
７

月
18
日（
木
）ま
で
に
下
記
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。
保
険
証
ケ
ー

ス
や
、
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄

の
保
護
シ
ー
ル
を
ご
希
望
の
方

は
、
担
当
課
・
支
所
・
出
張
所
・

公
民
館
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
有
効
期
限
が
途
中
で
切
れ
る
方
へ

　

人
に
よ
っ
て
は
年
齢
到
達
な
ど

で
有
効
期
限
が
短
い
場
合
が
あ

り
、
次
の
と
お
り
対
応
し
ま
す
。

①
65
歳
に
到
達
す
る
退
職
被
保
険
者

と
被
扶
養
者
…
一
般
被
保
険
者
証

を
65
歳
到
達
月
に
郵
送

②
70
歳
に
到
達
す
る
方
…
被
保
険

者
証
兼
高
齢
受
給
者
証
を
70
歳

到
達
月
に
郵
送

③
75
歳
に
到
達
す
る
方
…
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
75
歳

到
達
の
前
月
に
郵
送

④
在
留
期
間
が
切
れ
る
方
…
在

留
期
間
の
更
新
が
確
認
で
き
次

第
、
保
険
証
を
交
付

問
国
保
年
金
課　

本
２
階

　
（
２
３
）８
８
５
７

■
障
害
状
態
確
認
届（
診
断
書
）作

成
期
間
拡
大

　

障
害
状
態
確
認
届（
診
断
書
）の

作
成
期
間
が
提
出
期
限
の
１
か
月

以
内
か
ら
３
か
月
以
内
に
拡
大
さ

れ
ま
す
。
今
後
は
誕
生
月
の
３
か

月
前
の
月
末
に
日
本
年
金
機
構
よ

り
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
取
扱
い

は
提
出
期
限
が
令
和
元
年
８
月
以

降
と
な
る
方
が
対
象
で
す
。
仮
に

障
害
の
状
態
が
悪
化
し
て
い
る
場

合
で
も
、
年
金
額
の
改
定
は
提
出

期
限（
誕
生
月
の
属
す
る
月
の
末

日
）の
翌
月
か
ら
と
な
り
ま
す
。

■
障
害
給
付
額
改
定
請
求
書
に
添
付

す
る
診
断
書
の
作
成
期
間
拡
大

　

こ
れ
ま
で
障
害
給
付
額
改
定
請

求
書
に
は
、
提
出
す
る
日
前
１
カ

月
以
内
の
障
害
の
状
態
を
記
入
し

た
診
断
書
を
添
え
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
今
後
は
３
か
月

以
内
の
障
害
の
状
態
を
記
入
し
た

診
断
書
を
添
え
て
く
だ
さ
い
。
こ

の
取
扱
い
は
令
和
元
年
８
月
以
降

の
請
求
分
が
対
象
で
す
。

■
20
歳
前
の
傷
病
に
よ
り
障
害
年

金
を
受
け
て
い
る
方
へ

　

所
得
状
況
届（
ハ
ガ
キ
）の
提
出

の
必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
日

本
年
金
機
構
に
お
い
て
前
年
分
の

所
得
状
況
の
提
供
を
市
区
町
村
か

ら
受
け
ら
れ
な
い
と
き
は
、
所
得

状
況
届
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
届
出
に
関
す
る
案
内
が

送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
取
扱
い
は

令
和
元
年
８
月
以
降
の
請
求
分
が

対
象
で
す
。

■
国
民
年
金
保
険
料
免
除
等
の
申

請
に
つ
い
て

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て

お
く
と
将
来
受
け
と
れ
る
は
ず
の

「
老
齢
基
礎
年
金
」や
障
害
や
死
亡

と
い
っ
た
不
測
の
事
態
が
生
じ
た

と
き
の「
障
害
基
礎
年
金
」や「
遺
族

基
礎
年
金
」を
受
給
で
き
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
納
付
で

き
な
い
場
合
は
、「
保
険
料
免
除
制

度
」や「
納
付
猶
予
制
度
」を
利
用
し

て
く
だ
さ
い
。
令
和
元
年
７
月
か

ら
令
和
２
年
６
月
ま
で
の
期
間
分

の
免
除
な
ど
の
申
請
は
令
和
元
年

７
月
１
日
か
ら
受
付
を
開
始
し
ま

す
。
免
除
の
申
請
は
２
年
１
か
月

前
の
月
分
ま
で
遡
っ
て
申
請
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
大
田
原
年
金
事
務
所

　
（
２
２
）６
３
１
１

問
国
保
年
金
課　

本
２
階

　
（
２
３
）８
８
５
７

７
月
は
「
愛
の
血
液
助
け
合

い
運
動
」
月
間
で
す

本

年
金
・
国
保

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す

障
害
年
金
を
受
け
て
い
る
方

へ

本

本

税令
和
元
年
度
市
民
税
・
県
民

税
の
申
告
相
談

本
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る
場
合
…
各
学
校
に
問
合
せ
。

②
選
挙
管
理
委
員
会
に
応
募
す
る

場
合
…
９
月
６
日（
金
）必
着

問
選
挙
管
理
委
員
会　

本
８
階

　
（
２
３
）８
７
３
６

●
受
付
時
間
…
平
日
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時
15
分

●
場
所
…
市
民
課 (

本
庁
舎
２
階
）

※
支
所
・
出
張
所
は
申
請
書
の
配

布
の
み
。

●
申
請
で
き
る
方
…
▼
本
市
に

住
民
登
録
の
あ
る
方
▼
学
生
や

単
身
赴
任
な
ど
で
本
市
に
居
住

し
、
住
民
登
録
が
栃
木
県
以
外

の
方（
居
所
申
請
）

●
交
付
・
受
領
…
▼
交
付
は
土
日

祝
日
を
除
き
6
日
後
▼
旅
券
の

受
領
は
本
人
の
み（
代
理
受
領

不
可
）▼
毎
週
水
曜
の
窓
口
延

長
時
間
内
は
交
付
の
み
で
午
後

７
時
ま
で（
要
予
約
）

※
県
旅
券
セ
ン
タ
ー
や
那
須
庁
舎

で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課　

本
２
階　

　
（
２
３
）８
７
５
２

　

主
に
平
成
30
年
中
に
、
家
屋
を

新
築
、
増
築
ま
た
は
改
築
に
よ
り

取
得
さ
れ
た
方
に
、
７
月
８
日
付

で「
不
動
産
取
得
税
納
税
通
知
書
」

を
送
付
し
ま
す
。
金
融
機
関
の
窓

口
な
ど
、
納
税
通
知
書
に
記
載
の

場
所
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

●
納
期
限
…
７
月
31
日（
水
）

問
県
大
田
原
県
税
事
務
所
課
税
課

不
動
産
取
得
税
担
当

　
（
２
３
）４
１
７
２

　

将
来
の
有
権
者
で
あ
る
児
童
生

徒
を
対
象
に
、
選
挙
へ
の
関
心
を

高
め
て
も
ら
う
た
め
明
る
い
選
挙

啓
発
ポ
ス
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

●
対
象
…
市
内
在
住
ま
た
は
市
内

に
あ
る
学
校
に
通
学
し
て
い
る

小
学
校
の
児
童
、
中
学
校
・
高

校
の
生
徒
※
詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
締
切

①
通
学
し
て
い
る
学
校
に
応
募
す

　福祉や教育などの行政サービスを提供していくためには、
貴重な自主財源である市税収入の確保がとても重要です。ま
た、公平な徴収により納税者の信頼を確保するためにも、滞
納整理を推進し、滞納を防止する目的があります。
●市税等は納期内に納税を…市税等の滞納は、市の財政を圧

迫し、市民サービスに支障をきたすことになりかねません。
また、督促状の送付などの経費に余分な税金を使うことに
なります。納期内に納税している大多数の皆さんとの公平
性を欠くことにもなります。納め忘れを防止するためにも、
安心・確実な口座振替制度をご利用ください。

●口座振替できる税金など（収納対策課取扱分）…▶市県民税
▶固定資産税・都市計画税（単有・共有名義〈○○外○名〉、
代表相続人など、納税義務者は別人扱いで、各手続きが必要）
▶軽自動車税（車両指定不可）▶国民健康保険税（世帯主課税
のため、世帯主名での手続きが必要）▶介護保険料▶後期高
齢者医療保険料

●申込方法…足利銀行、栃木銀行、大田原信用金庫、白河信
用金庫、烏山信用金庫、那須信用組合、那須野農業協同組合、
ゆうちょ銀行（郵便局）の本店または各支店に備え付けの「大
田原市公金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、通帳届出
印を押印の上、金融機関窓口へ提出してください。

●申込に必要なもの…▶納税通知書（納税義務者名を正確に記
入するため）▶口座振替をする預貯金通帳▶通帳届出印

●振替開始…申込月の翌月以降の納期限日から口座振替が開
始されます。申込登録手続きが完了すると、納期限１週間
前に「口座振替開始通知書」（ハガキ）が届きます。「市税等納
期限一覧表」に記載のない期別や納期限を過ぎたものは、口
座振替できません。残高不足で振替処理ができなかったと
きは、「口座再振替通知書」を送付し、約 2 週間後の 15 日を
目安に再振替を行います。

●差押えを強化…市では、収入や財産がありながら市
税などを納付しようとしない滞納者に対しての滞納
処分（差押えなど）を強化しています。法律により、
督促状が発送された日から起算して 10 日を経過し
た日までに、市税などを完納しなかったときには、
滞納者の財産（預貯金、給与、生命保険、不動産、
自動車、動産など（電化製品や美術品など））を差押
えなければなりません。財産調査の一つである「捜
索」は、税を徴収する職員に認められた権限で、裁
判所の令状は不要です。捜索時に発見された財産は、
差押えします。自動車を差押え（タイヤロック：自
動車を運行、使用させない
ための措置で運行不能状態
にするもの）する場合もあり
ます。差押えた動産は、イ
ンターネット公売などで売
却し、滞納税に充当します。

●事情がある場合は相談を…病気入院や失業・事業の
廃止、災害にあったなど収入支出に著しく変動が
あったため、市税などを納期内に納めることが一時
的に困難な方は、滞納処分を受ける前に急いで収納
対策課まで連絡（来庁）し納税相談してください。直
近３か月程度の収入支出や生活状況などをお聞きし
ますので、給与明細書・通帳・医療機関への支払い
の分かる書類・加入している各種保険の掛金明細書・
ローン返済の明細書などを持参してください。納税
相談の結果、分納誓約書を取り交わしたにもかかわ
らず納付計画通りの分割納付がなく不履行になった
場合や、納税相談時に虚偽の申し出があったことが
判明した場合は、滞納処分の対象となります。納税
相談時に生活状況の見直しをお勧めしたり、ほかの
部署での相談を紹介したりする場合もあります。

問収納対策課　本２階　　（２３）８７０３あなたの税が未来を拓く　
　　市税等は納期内に納税、納税には口座振替が便利です

家
屋
を
新
築
な
ど
で
取
得
さ

れ
た
方
へ

本

明
る
い
選
挙
啓
発
ポ
ス
タ
ー

作
品
募
集

本

パ
ス
ポ
ー
ト
の
申
請
は

市
民
課
窓
口
で

く
ら
し

本
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